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１．概要  

（１）事業の名称 

津野町勤怠管理システム構築業務 

（２）事業の目的 

職員の出退勤管理及び各種休暇等の届出処理をシステム化することにより、勤怠

管理担当及び関与する職員の業務工数の削減、働き方改革につなげるための情報収

集を目的とするもの。 

（３）契約方法 

本プロポーザルではシステム及び関連機器の受託候補者（調達元）を決定するため

実施するものである。また、保守契約については受託候補者とシステム稼働開始日か

ら単年度ごとに随意契約するものとする。 

（４）提案限度額 

８，４００，０００円（税抜き） 

システム構築、セットアップ、関連機器等の費用を全て含む金額（設置にかかる LAN

配線工事費や電気工事は除く）（以下「システム構築等費用」という。） 

※システム構築後の保守業務について、受託者と契約する場合があるため、提案時

に令和７年度以降、１年間の保守業務にかかる見積額(以下「保守業務費用」と

いう。) を別途、提示すること。審査にあたっては、システム導入費用及び保守

業務費用を審査対象とする。 

（５）契約期間 

契約締結日から令和７年３月 25日 

（６）参加資格 

参加者の資格要件は、次のとおりとする。なお、参加者が資格要件を満たさなくな

った場合は、その時点で失格とする。 

（ア）令和６年度津野町入札参加資格審査申請を行い、津野町における入札参加資格の

登録がされていること。（現在登録されていない場合は、参加申込書の提出期限ま

でに申請してください。） 

（イ）次のいずれにも該当しないものであること。 

①破産法（平成16年法律第75号）第１８条第１項又は第１９条の規定に基づく破

産の申立てを行った者 

②会社更生法（平成14年法律第154号）第１７条に基づく会社更生手続き開始申

立てを行った者で、同法に基づく会社更生手続開始の決定を受けていない者 

③特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成11年法律第158

号）に基づく特定債務等の調整に係る調定の申立てを行った者 

④民事再生法（平成11年法律第225号）第２１条に基づく再生手続開始の申立て

を行った者で、同法に基づく再生手続開始の決定を受けていない者 



⑤地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１６７条の４第１項の一般競争入

札に参加させることができない者又は同条第２項の一般競争入札に参加させな

いことができる者 

⑥津野町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成24年規則第19

号）第２条第２項第５号に掲げる排除措置対象者に該当した者 

（ウ）プロポーザル参加受付期間において、津野町建設工事指名停止措置要綱（平成 18

年要綱）に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。なお、参加申込書の提出

期限の日から契約締結までの間に、津野町から指名停止等の措置を受けたときは、

参加資格を喪失するものとする。 

（エ）令和元年度以降公告日までに、元請けとして国の機関又は他の自治体において本

業務と同種又は類似業務の受託実績を有すること。 

 

２．本調達の要件仕様については別紙構築仕様書のとおりとする。 

（１）調達対象システム及び事業の概要 

①勤怠管理事務システムの構築 

②システムの運用サポート及び保守 

③受け入れテスト支援 

④システム導入前後の運用支援 

⑤勤怠管理事務システム操作マニュアルの作成 

⑥職員向け操作研修 

 

３．スケジュール 

（１）プロポーザルに係るスケジュール 

項目 日程 

告示 令和６年 10月８日（火） 

参加申込書の提出期限 令和６年 10月 18日（金）17時まで 

質問の受付期限 令和６年 10月 18日（金）17時まで 

質問に対する回答予定日 令和６年 10月 22日（火） 

提案書等の提出期限 令和６年 10月 30日（水）17時まで 

審査（プレゼンテーション・ヒアリング）の実施 令和６年 11月５日（火） 

審査結果の通知 令和６年 11 月 12 日（火）までに通知

予定 

 

４．申込方法等 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加申込書（様式第１号）等の書類を次のとお

り提出する。 



①提出期限 令和６年 10月 18日（金）17時まで 

②提出場所 津野町総務課 新庁舎担当 

③提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は必着） 

④提出部数 １部 

⑤提出書類 

ア 参加申込書（様式第１号） 

イ 会社概要 

ウ 同種業務又は類似業務の受託実績を示す書類（任意様式等） 

 

５．資格審査 

参加希望者が資格要件を満たしているかについて審査し、参加資格の結果について、令和

６年 10月 23日までに参加資格審査結果通知書により、参加希望者に通知する。 

 

６．辞退届 

参加申込書提出後に参加を辞退する場合には、持参又は郵送のいずれかで、プロポーザル

参加辞退届（様式第２号）を速やかに提出すること。 

 

７．質問票の提出及び回答予定日 

本プロポーザルに関する質問は、質問書（様式第３号）に記載し、次のとおり提出する。

なお、質問に対する回答は、参加者全員に対して、令和６年 10月 22日までに電子メール又

は FAXにより行う。 

①受付期限 令和６年 10月 18日（金）17時まで 

②提出場所 津野町総務課 新庁舎担当 

③提出方法 電子メール 

 

８．提案書の作成及び提出 

提案書は任意様式とするが、おおむね次に掲げる評価項目に沿って作成すること。 

（１）会社概要、受託実績における特記事項 

様式第１号に記載の事項を含め、それ以外の特記事項について表現すること。 

（２）システム機能仕様書兼対応確認表 

各項目の対応欄に「✔」を記入の上、必要に応じて代替提案を記入すること。 

（３）価格提案書（見積書（様式第５号）） 

・見積書に記載する金額は税抜き価格とする。 

・システム構築等費用及び保守業務費用をそれぞれ記載すること。 

・１．（４）に規定する提案限度額は、システム構築等費用のみの金額であり、シ

ステム構築等費用の見積額が提案限度額を超える場合は、失格となる。 



（４）操作性・画面の見やすさについて 

入力補助（初期表示、選択リスト、入力制限）、警告メッセージ、画面遷移等にお

いて配慮がなされている点などについて、表現すること。 

（５）集計機能について 

集計項目の多様性、データ加工への融通性等について表現すること。 

（６）制度改正への対応について 

法改正等に対応する、プログラムの融通性について表現すること。 

（７）拡張性について 

他社システム（人事給与システム）との連携、自社システムへの拡張可能性、拡張

時の優位性等について表現すること。  

（８）専門性について 

複雑な労務管理制度への対応について、制度の熟知度や他自治体での実績などを

含めて表現すること。 

（９）運用・保守体制について 

不具合事項、機能改善要望事項等に対する対応の体制等について表現すること。 

（10）提出期限 

ア 提出期限 令和６年 10月 30日（水） 17時まで 

イ 提出場所 津野町総務課 新庁舎担当 

ウ 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は必着） 

エ 提出部数 ６部（正本１部、副本５部） 

 

９．審査方法 

プロポーザル参加者の提出書類を評価・採点し、最高得点を得た事業者を受託候補者に

特定する。評価、審査項目は、おおむね下記のとおりとする。 

 

審査項目 評価視点 

１ 参加資格 参加資格要件審査（事前書類審査） 

２ 機能評価（機能仕様書兼対応確認表） 別紙システム機能仕様書兼対応確認表の結

果を評価（事前書類審査） 

３ 価格評価 システム構築等費用及び保守業務費用の内

容を評価 

４ 操作性評価（デモンストレーション） システムの操作性等デモンストレーション

により審査 

５ 技術評価（ヒアリング） 企画提案書に基づくヒアリング等により審

査 

 なお、審査における留意事項は、次のとおりとする。 



（１）提出書類が所定の形式に適合していない場合、期限までに提出されなかった場合、

提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする。 

（２）参加がない場合又は参加事業者の中に適格者がいないときは、受託候補者を特定し

ない場合がある。 

 

10．審査（プレゼンテーション・ヒアリング）の実施 

 （１）開催日  令和６年 11月５日（火）午前 10時～ 

 （２）場所   津野町役場 ２階第１会議室 

 （３）所要時間 １事業者につき、40分程度 

 （４）内容   企画提案書の説明（25分以内）及び質疑応答（15分程度） 

 （５）説明者 

    企画提案書の説明及び質疑応答は、本事業の担当予定者が行うものとし、会場に入

室できるのは３人までとする。 

 （６）プロジェクター等 

    プロジェクターの使用を可能とする。プロジェクター及びスクリーンは町で用意

するが、パソコン等の機器は持参すること。また、プロジェクター及びスクリーン

を使用しない場合には、プレゼンテーション及びヒアリング開催日の前日までに

総務課に連絡すること。 

 

11.審査結果の通知及び公表 

プロポーザル参加者全員に対し、審査した結果をプロポーザル審査結果通知書（様式第

６号）により通知する。 

審査結果については、受託候補者として特定した者の名称及び点数並びに参加した事

業者の点数（事業者名は非公表）を津野町ホームページで公表する。なお、審議の内容は、

非公表とする。 

 

12．その他留意事項 

（１） 本プロポーザルの参加に係る全ての費用は、プロポーザル参加者の負担とする。 

（２） 提出期限以降における提出書類（企画提案書等）の修正及び変更は、認めないもの

とする。ただし、やむを得ない理由により、修正又は変更が生じた場合で、津野町が

承諾したときは、この限りではない。 

（３） 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、津野町競争

入札参加資格者指名停止基準に基づき、指名停止措置を行うものとする。 

（４） 提出書類の返却は行わないものとする。 

（５） 提出された企画提案書等は、津野町情報公開条例に基づく開示請求があった場合に

は対象文書として原則開示することとなる。なお、事業を営むうえで、競争上又は事



業運営上の地位その他正当に利益を害すると認められる情報は、同条例第７条の規

定により非開示となる。 

 

13. 本プロポーザルに係る問合せ先 

津野町総務課 新庁舎担当 

所在地：〒785-0201 高知県高岡郡津野町永野 471番地 1 

電話番号：0889-55-2311 

FAX番号：0889-55-2022 

メールアドレス：s-nabeshima@town.kochi-tsuno.lg.jp 

 


